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「就学援助」及び「総合育成支援教育就学奨励費」制度のお知らせ 

京都市では、お子さんが市立小・中学校へ就学するにあたり、経済的な理由によりお困りの保護者に対し、学用品費

等を援助する就学援助制度を設けています。 
※ 新１年生で入学前に申込みをされた方は、再度申し込む必要はありません。 
※ 様々なご事情により家計が急変する等、経済的な理由でお困りの場合は、収入状況の悪化がわかるものをご提出い

ただくこと等により認定できる場合がある臨時措置を設けています。まずは、学校にご相談ください。 
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